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田辺市農業委員会議事録 

平成２６年３月１０日（月）午後２時 紀南文化会館 ４階 研修室 

農業委員数３９名 

出席者３６名   

２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   ４番 浅井 洋司 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登   ８番 森  敦孝 

９番 船本 幸雄 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 田和 芳雄 

１３番 山下 繁一 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一   

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 小山 茂廣 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 原  さだ 

２５番 玉置  伸            ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久            ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司   

３３番 川井 洋之 ３４番 中村 洋子  ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳          

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強  ３９番 蔭地 明一 

             

欠席者      １番 峯  宏好  ２６番 鈴木 直孝  ３０番 松窪 俊英 

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ３１番 岡上 達    ３２番 長嶝 博司 

議    長   それでは、定刻になりましたので始めさせていただきます。３月に入りま

して、年度末という事で税金の申告等大変忙しい時期ではありますけども、

ご出席をいただきまして有難うございます。梅の開花も終わりまして、こ

れから非常に天気が心配でありまして、梅の作況も心配するところであり

ますけども、蜂屋さんの言うのには重かったよという事で、よく花粉が入

ったようで、一部活発なようであったようでありますし、不作になる大き

な理由も見当たらないとの事で、平年作あたりが見込めるのではないかな

と、このように思ってございます。それから我々の農業委員としての任期

が７月２０日前後という事で、７月には全国の統一選挙が行われます。７

月６日が投票日になるだろうと予測もされております。若干３月という事

で早いわけではありますけども、我々といたしましてもですね、５月、６

月が大変忙しい時期になりますんで、またですね、皆さん方におかれまし

ても、それぞれに推薦、選出母体と言うのがある地域もありますのでです

ね、相談をいただきまして、皆さん方そろって再選をしていただきたい、

再任をいただきたいと、このように思ってございます、そういう事で情報

としておつなぎいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思

います。あいさつはこれくらいにさせていただきまして、田辺市農業経営

基盤強化の促進に関する基本的な構想による利用権の設定の申し出がござ

いますのでご審議をよろしくお願いしたいと思います。本日の欠席委員さ

んは、１番の峯宏好委員さん、２６番の鈴木直孝委員さん、３０番の松窪

俊英委員さんの３名の委員さんから欠席の届が出ております。それでは、

利用権の設定につきまして事務局の説明をお願い申し上げます。 

農振課 尾崎   皆様こんにちは、田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に
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よる利用権設定について説明させていただきます。１番、田辺市○○○字

○○○○、他３筆、畑の２，７８３㎡です。貸人は○○○、○○○○、借

人は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年４月１日から平

成３２年３月３１日の新規です。２番、○○○字○○○○、畑の１，２３

８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借のも

も、期間は平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日の新規です。３

番、○○○字○○○○、田の１，０３５㎡、貸手は○○○、○○○○、借

手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日の更新です。４番、○○○字○○○○、他１筆、田

の７６３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借

の水稲、年間１万５千円持参払い、期間は平成２６年４月１日から平成２

９年３月３１日の更新です。５番、○○○字○○○○、田の９９８㎡、貸

手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間

米１俵持参払い、期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日の

更新です。６番、○○○字○○○○、田の７７９㎡、貸手は○○○、○○

○○、借り手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年４

月１日から平成２７年３月３１日の更新です。７番、○○○字○○○○、

田の１，３０５㎡、貸手は○○○、○○○○、借り手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日の新

規です。８番、○○○字○○○○、田の６８４㎡、貸手は○○○、○○○

○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間１万円持参払い、期間

は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、更新です。９番、○○

○字○○○○、他２筆、田の１，２７８、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１０ｋｇ持参払い、期間は平

成２６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。１０番、○○○

字○○○○、他１筆、田の１，１０７、貸手は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１０ｋｇ持参払い、期間は平成

２６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。１１番、○○○字

○○○○、他１筆、田の１，０６６、貸手は○○○、○○○○、借手は○

○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１０ｋｇ持参払い、期間は平成２

６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。１２番、○○○字○

○○○、他１筆、畑の３，８１７㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○

○○、○○○○、賃貸借のみかん、年間２万４００円の口座払い、期間は

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、更新です。１３番、○○

○字○○○○、田の１，４０１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１．５俵持参払い、期間は平成２６

年４月１日から平成３１年３月３１日、新規です。１４番、○○○字○○

○○、他３筆、畑の２，３１１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、賃貸借の野菜、梅、水稲、年間米２．２俵持参払い、期間

は平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日、更新です。１５番、○

○○字○○○○、他１筆、田の２，９０３㎡、貸手は○○○、○○○○、

借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１俵持参払い、期間は平



3 

 

成２６年４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。１６番、○○○

字○○○○、他１筆、田の１，７２２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１俵持参払い、期間は平成２

６年４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。１７番、○○○字○

○○○、田の１，３０９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、賃貸借の水稲、年間米３０ｋｇ参払い、期間は平成２６年４月１

日から平成３１年３月３１日、更新です。１８番、○○○字○○○○、田

の４２４㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸

借の水稲、期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新で

す。１９番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，５４７㎡、貸手は○○

○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の水稲、年間米１俵持参

払い、期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。

２０番、○○○字○○○、他１筆、田の１，３３２㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年４

月１日から平成２７年３月３１日更新です。２１番、○○○字○○○○、

田の８５９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸

借の水稲、年間２万円口座払い、期間は平成２６年４月１日から平成２７

年３月３１日、更新です。２２番、○○○字○○○○、畑の４１６㎡、貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万

円持参払い、期間は平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日、新規

です。２３番、○○○字○○○○、畑の１，３００㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間２万円持参払い、期

間は平成２６年４月１日から平成３６年３月３１日、更新です。２４番、

○○○字○○○○、他４筆、畑の６，５４１．９７㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借のみかん・梅、年間８万円持参

払い、期間は平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。

２５番、○○○字○○○○、他２筆、田の１，７０２㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の野菜、年間３万５千円持参

払い、期間は平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日、更新です。

２６番、○○○字○○○○、他１筆、田の９１８㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年４月

１日から平成２９年３月３１日、新規です。２７番、○○○字○○○○、

他３筆、畑の４，８０６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、賃貸借の梅、年間１０万円持参払い、期間は平成２６年４月１日

から平成３１年３月３１日、更新です。２８番、○○○字○○○○、他８

筆、畑の６，２１２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○

○、賃貸借の梅、年間５万円口座払い、期間は平成２６年４月１日から平

成３２年７月３１日、新規です。２９番、○○○字○○○○、畑の８５０

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２６年４月１日から平成３２年３月３１日、新規です。３０番、

○○○字○○○○、畑の１，１７０㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は

○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間１万円口座払い、期間は平成２６年
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４月１日から平成３２年３月３１日、新規です。３１番、○○○字○○○

○、他１筆、畑の１，４３２㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年４月１日から平成３２年３月

３１日、新規です。３２番、○○○字○○○○、他１筆、畑の１，９６１

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２６年４月１日から平成２８年３月３１日、更新です。３３番、

○○○字○○○○、畑の８７３㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○

○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年４月１日から平成３２年

３月３１日、新規です。３４番、○○○字○○○○、他１筆、畑の１，２

９４㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、

年間５万円口座払い、期間は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１

日、更新です。３５番、○○○字○○○○、他１２筆、畑の１５，６５９

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、

期間は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、更新です。３６番、

○○○字○○○○、他１筆、畑の８８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、使用貸借のみかん、期間は平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日、更新です。３７番、○○○字○○○○、他３筆、

田の２，０８９㎡、貸手は○○○、○○○○、借貸手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、

更新です。３８番、○○字○○○○、他４筆、田の２，７８３㎡、貸手は

○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平

成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、更新です。３９番、○○○

字○○○○、他４筆、田の１，８６８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手

は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年４月１日から平

成２８年３月３１日、更新です。４０番、○○○字○○○○、他１筆、田

の１，３３９㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使

用貸借の水稲、期間は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、新

規です。４１番、○○○字○○○○、他１筆、田の９６９㎡、貸手は○○

○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２

６年４月１日から平成３１年３月３１日、新規です。４２番、○○○字○

○○○、他１筆、田の１，１１８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○

○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は平成２６年４月１日から平成３

１年３月３１日、新規です。４３番、○○○字○○○○、他２筆、田の２，

４１８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借

の水稲、期間は平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。

４４番、○○○字○○○○、他２筆、田の２，０４２㎡、貸手は○○○、

○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年

４月１日から平成３１年３月３１日、更新です。４５番、○○○字○○○

○、田の５８８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の水稲、期間は平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、

更新です。４６番、○○○字○○○○、他２筆、畑の１，２５４㎡、貸手

は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の野菜、期間は
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平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日、新規です。４７番、○○

○字○○○○、田の９８５㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、

○○○○、賃貸借の水稲、年間米２斗持参払い、期間は平成２６年４月１

日から平成２９年３月３１日、更新です。４８番、○○○字○○○○、畑

の６１８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借

の梅、年間１万円持参払い、期間は平成２６年４月１日から平成３６年２

月２８日、新規です。４９番、○○○字○○○○、畑の６，９４２㎡、貸

手は○○○、○○○○、借手は○○○字○○○○、使用借の梅、期間は平

成２６年４月１日から平成３６年３月３１日、新規です。合計４９件、１

１９筆、１００，８９６．９７㎡、貸手４６名、借手３６名です。この４

９件は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい。有難うございます。それでは、利用権の設定についてご審議をお願

いします。１番。 

○○番 委員   ○○番です。１番、２番について異議ございません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。３番、４番まで更新で異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番、６番、７番異議ありません。  

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番です。８番について異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番です。９番、１０番、１１番更新で異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番です。１２番、１３番について異議ございません。１４番も、これ

は○○○○委員の案件ですけども異議なしとの事でございました。 

議    長   はい、続きまして１５番。 

○○番 委員   ○○番です。１５番、１６番、１７番につきまして更新という事で異議ご

ざいません。 

議    長   はい、１８番。 

○○番 委員   ○○番です。１８番、１９番、２０番、２１番共に更新でございますんで

異議ございません。 

議    長   はい、２２番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、２３番。 

○○番 委員   ○○番です。２３番について異議ございません。 

議    長   はい、２４番。 

○○番 委員   ○○番です。２４番について更新ですので異議ございません。 

議    長   はい、２５番。 

○○番 委員   ○○番です。２５番は更新でございますので異議ございません。２６番も

異議ございません。 

議    長   はい、２７番。 
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○○番 委員   ○○番です。２７番の○○○○さんは○○○出身で、○○○○さんに作っ

てもらうという事で異議ございません。２８番の○○○○さんは青年就農

の方です。異議ございません。２９番、３０番の○○○○さんと○○○○

さんは夫婦で○○○○さんは青年就農で、異議ございません。３１番は○

○○○さんの娘さんの旦那さんが○○○○さんで異議ございません。３２

番は更新で異議ございません。３３番も○○○○さんで異議ございません。 

議    長   はい、３４番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、３５番。 

○○番 委員   ○○番です。３５番、３６番について異議ございません。 

議    長   はい、３７番。 

○○番 委員   ○○番です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、３８番。 

○○番 委員   ○○番です。３８番、３９番、４０番異議ございません。 

議    長   はい、４１番。 

○○番 委員   ○○番です。４１番、４２番は隣接しており異議ございません。 

議    長   はい、４３番。 

○○番 委員   ○○番です。４３番、４４番異議ありません。 

議    長   はい、４５番。 

○○番 委員   ○○番です。更新で異議ございません。 

議    長   はい、４６番。 

○○番 委員   ○○番です。４６番、４７番異議ございません。 

議    長   はい、４８番。 

○○番 委員   ○○番です。４８、４９番異議ございません。 

議    長   はい、以上４９件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは定例委員会に移

りたいと思います。本日の会議録署名委員に、３１番の岡上達委員さん、

３２番の長嶝博司委員さん、よろしくお願いをいたします。本日の議案は、

議案第１号農地法第３条申請について、議案第２号農地法第４条申請につ

いて、議案第３号農地法第５条申請について、議案第４号農地の形状変更

願について、報告第１号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出

について、報告第２号農地使用貸借の合意解約通知について、を上程させ

ていただきます。それでは議案第１号農地法第３条申請について、事務局

の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に畑で、面積は３２０㎡、他１筆、合計面積５１１㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。２番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田で、面積は３４１㎡、譲渡人

は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。３番、土地
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の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は９５６

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面

積は７３７㎡、他２筆、合計面積６，５７３㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。５番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は２１８㎡、譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。６番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は８７㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。７番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は６１

４㎡、他２筆、合計面積１，８８５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受

人は○○○、○○○○、贈与です。８番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑で、面積は１７１㎡、譲渡人は○○○、○○○

○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。以上８件について書類を審査

したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への影響等、農地法第３条第

２項の許可できない要件には該当していませんので、許可の要件を充たし

ていると判断いたします。ご審議のほどよろしくお願い申しあげます。 

議    長   有難うございます。第３条申請の逐条審議をいただくんですけども、３番

に○○○○委員さんのご家族の物件がございますので、それを除いて７件

のご審議をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。１番につきまして、譲受人の○○○○さんは備考にあります

ように農地の下限面積はクリアーしておりますし、年間約３００日は農業

に従事しているという事で農業適格者という事で、異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番について異議ございません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○○さんは○○○○さんの長男で異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番について異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番です。６番について異議ございません。 

議    長   はい、７番 

○○番 委員   ○○番です。７番について異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番です。８番について異議ございません。 

議    長   はい、３条申請７件とも異議なしとのことです。そのように取り計らって

よろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員退席） 

議    長   はい、続きまして３番。 

○○番 委員   ○○番です。３番について異議ありません。 
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議    長   はい、３番について異議なしとのことです。そのように取り計らってよろ

しいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。 

         （○○○○委員着席） 

議    長   続きまして議案第２号農地法第４条申請について事務局の説明をお願い申

し上げます。 

小倉  係長   ３ページをお願いします。議案第２号農地法第４条申請です。１番、土地

の所在は、○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は通路、面積は４

１６㎡です。所有者は○○○、○○○○、使用目的及び規模は、太陽光発

電施設４１６㎡です。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農用地

の内外は平成４年６月１１日に農用地区域から除外しています。隣接同意

は不要、水利同意はあります。この土地は、周囲を山と水路に囲まれた農

地で、第２種農地です。２番、土地の所在は、○○○字○○○○、地目は

登記簿、現況共に畑、面積は１８６㎡です。所有者は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は、太陽光発電施設１８６㎡です。着工日、工事期間は

許可の日より１年以内、農用地の内外は平成２６年２月１７日に農用地区

域から除外しています。隣接同意は不要、水利同意はあります。この土地

は、周囲を山林と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。以上２件に

つきまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第４条第２

項の許可できない要件に該当しないと判断します。ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。３月６日に愛須局長、小倉係長、○○○○委員さんで現地調

査を行いました。調査案件は４条申請２件、５条申請６件、形状変更願１

件でした。その日の天気はよかったんですが大変寒い日でした。それでは

４条２件説明させていただきます。１番の申請場所は、○○○の○○橋か

ら北へ２００ｍ、現況は通路です。隣接は東側が本人所有の畑、西側、南

側が本人所有の畑と山林、北側が市所有の雑種地で占有許可あり、水利組

合同意あり、太陽光発電施設を設置したいという事で異議はないものと思

われます。２番の申請場所は、○○小学校より東へ１００ｍ、現況は休耕

畑で、東側が市道、南側、西側、北側が宅地です。水利組合同意もあり、

理由は母親が野菜作りをしていたが、高齢のため続けられなくなりました、

日当たりも良く太陽光発電に転用したいという事で、この件に関しても異

議がないものと思われます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。現調委員さんの報告どおり周りには影響がないという事で異

議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。２番について異議ございません。 
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議    長   はい、議案第２号農地法第４条申請２件異議なしとの事でございます。そ

のように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ４ページをお願いします。議案第３号農地法第５条申請です。１番、○○

○字○○○○、地目は登記簿が雑種地、現況は畑、面積は１１９㎡、他２

筆、合計面積２５７㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○です。使用目的及び規模は住宅７５㎡、駐車場、庭園等１８２㎡で

す。着工日、工事期間は許可の日より６か月以内、農用地の内外は用途外

です。隣接同意は不要で、水利組合はありません。町内会長の同意がござ

います。この土地は、都市計画用途地域内（第一種中高層住居専用地域）

にありますので、第３種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、

地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，６１８㎡、譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は分譲住宅６棟４０

６㎡、道路、駐車場１，２１２㎡です。着工日、工事期間は許可の日より

１２か月以内、農用地の内外は平成２５年１０月２２日に農用地区域から

除外しています。隣接同意ございません、水利同意がございます。周囲を

山と川に囲まれた農地で、第２種農地です。３番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は公簿４２９㎡の内１００㎡、

貸人は、○○○、○○○○、借人は、○○○、○○○○、使用目的及び規

模は太陽光発電施設公簿４２９㎡の内１００㎡です。着工日、工事期間は

許可の日より３か月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意、水利同

意共に不要です。使用貸借期間は１０年間です。この土地は、過疎化の山

村区域にある小集落の農地である為、生産性の低い農地で、第２種農地で

す。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休

耕田、面積は８９５㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○

○○○、使用目的及び規模は共同生活介護施設２７３㎡、駐車場１，１９

８㎡です。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、農用地の内外は平

成２６年２月１７日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同

意共にございます。この土地は、過疎化の山村区域にある小集落の農地で

ある為、生産性の低い農地で、第２種農地です。５番、土地の所在は○○

○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕田、面積は５７６㎡、譲渡

人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は

共同生活介護施設２７３㎡、駐車場１，１９８㎡です。着工日、工事期間

は許可の日より１年以内、農用地の内外は平成２６年２月１７日に農用地

区域から除外しています。隣接同意、水利同意共にございます。この土地

は、過疎化の山村区域にある小集落の農地である為、生産性の低い農地で、

第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に田、面積は２７４㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、使用目的及び規模は昇降路２７４㎡です。着工日、工事期

間は許可の日より４か月以内、農用地の内外は平成２２年１０月１９日に
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農用地区域から除外しています。隣接同意はあり、水利同意は不要です。

始末書の添付がございます。内容は、自宅への昇降路として、隣接地を転

用する際、道路の幅員が狭く、やむを得ず所有者のご了解を得て一部を工

事に含めていたものです。今回申請地を譲受け改めて申請するものです。

でございます。この土地は、過疎化の山村区域にある小集落で現在は耕作

されていない農地で、第２種農地です。以上６件につきまして、申請書、

添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件

には該当していないと判断します。５条申請６件ご審議の程よろしくお願

い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。１番の物件は○○○の中にございまして、見るからに宅地で

ございます。平成１８年にこの３筆を形状変更して雑種地であったのを畑

として利用しておったようです。最近は作ってないようですが畝のような

ものが残っています。東側、北側が市道で、西側と南側が宅地でございま

す。排水等は、合併浄化槽で処理、雨水とも道路側溝へという事で、町内

会長の同意もありまして異議ございません。続きまして２番です。場所に

つきましては○○中学校の東となり、市道沿いの梅畑でございますけども、

隣接同意は無いんですが長年放棄地で、最近は草は刈っておりますが休耕

地でございます。水利同意もあるんで、現地調査に行った時点では問題な

しと判断はして来たんでございますけども、水利同意をしたんですけども、

水利組合のほうにもいろんな問題はあるという事で、地元委員さんにご意

見を伺いたいと思いますので、どういうふうにするとかいう説明を省かせ

ていただきたいと思います。続きまして３番、場所は○○中学校の裏の方

になります。現在はシキミと梅は伐採されております。高齢の父親から息

子さんが４２９㎡の内１００㎡を借りて太陽光発電施設１０ｋｗをすると

いう事です。残りにつきましては畑として利用するという事です。隣接地

は貸人の土地であり、雨水は現状維持でございますので問題ないかと思わ

れます。４番、５番につきましては、隣接地でございますので一緒に説明

させてもらいます。○○中学校より南へ１００ｍの高台で、○○○○の近

くの休耕田ですが、草刈りはきれいにされております。この２筆を切土、

盛土、整地をして、○○○○が障害者共同生活介護施設を建てるという事

でございます。排水は合併浄化槽、東側、北側に排水路を設置するという

事で隣接の梅畑、休耕田にも影響がないと思われます。隣接同意、水利同

意もございますので問題ないかと思われます。続きまして６番、国道１６

８号線○○橋より南へ１００ｍ、国道の下をくぐってすぐの所でございま

す。現在は○○○○さんの住宅への進入路の一部になってございます。平

成２２年に○○○○さんは既に、住所は○○○ですけども移住をして来て

いるようでございます。隣接は、○○○○さんの休耕田は放棄地と言うか、

草刈りもした形跡もございません。現在出来上がっております。始末書も

付いておりますので問題ないかと思われます。以上です。 

議    長   はい、有難うございました。それではご審議をお願いするんですけども、
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２番につきましては、現地調査の代表委員さんから地元委員さんの意見を

という事でございますので、意見も含めてご審議をお願い申し上げたいと

と思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。現調の委員さんの説明にもありましたように、ここは、ほぼ

宅地というような状況にありました。という事で隣接に農地はありません

し、排水につきましても町内会長の同意があるという事で、許可相当と判

断します。以上です。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番です。この物件ですけども、現調委員さんから詳しく説明を

いただきました。しかし、隣接同意はありません。水利組合も計画図面を

詳しく見ずに同意をしたんですけども、ちょっと問題がありまして、再度、

隣接者と水利組合も含めて、近い内に協議をするという事になっておりま

すんで、今月は保留としていただければと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   はい、○○番です。担当は○○番の○○○○ですけど、今日はどうしても

出席できないという事で、伝えておいて欲しいという事です。親子の関係

ですので異議がないという事です。 

議    長   はい、４番と５番同時にお発言願いします。 

○○番 委員   はい、○○番です。グループホームの施設は、３年前の台風の関係で建て

替えらしいです。○○○にあるので、災害があったら職員の関係、それか

ら食料品の調達などの関係がありますので、出来るだけ近くで買い求めた

ところ、○○○○さんと○○○○さんに譲っていただくようになったとい

う事で、別に異議はございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   はい、○○番です。６番について異議ございません。 

議    長   はい、２番につきまして地元委員のかたから、すこし問題がある、結論が

出ていないという事で、保留にして欲しいとのことでございます。そうい

う事で、議案第３号農地法第５条申請１番、３番、４番、５番、６番につ

いては許可相当と、２番については保留という事で、そのように取り計ら

ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ６ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕、面積は３６

８㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土にして普通畑

にしたい。着工日、工事期間は許可の日より３か月以内、隣接同意、水利

同意共にございます。以上、農地の形状変更願１件、ご審議の程よろしく

お願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。場所は○○川の○○○橋から西へ１５０ｍ、現況は休耕地で、
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変更理由としては、昨年父が亡くなり申請地を相続しましたが、水稲耕作

をしていくことは困難なので、土の搬入の申し出もあったので、盛土をし

て野菜畑として利用したいという事です。盛土は９５ｃｍ、北側と東側に

コンクリート擁壁をするそうです。雨水は自然浸透、東側に水路もありま

す。隣接の周囲への影響は、東側、北側は田で、西側は市道、南側は農道、

畑で、どちらも同意書があり、許可相当かと思われます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。これも○○○○さんの案件でございますが、異議ないという

事でございましたので報告いたします。 

議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願１件異議なしとの事でございます。そ

のように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして、報告第１号

農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出について、事務局のご説

明をお願い申し上げます。 

松平  主査   ７ページをお願い申し上げます。報告第１号農地法施行規則第３２条第１

項第１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は

登記簿が田、現況は畑、面積は９６７㎡、届出人は○○○、○○○○、使

用目的及び規模は農業用倉庫１５０㎡、転用面積も１５０㎡です。２番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に宅地、面積は１

４０㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫９６

㎡、転用面積は１４０㎡です。顛末書が添付されております。内容は、平

成６年に農地を宅地に転用しましたが、申請地は分筆し農業用倉庫を建て

ました。当時農地法の知識不足にて所定の届出の正確さを知らず、今回改

めて届出と相なりました。届出が遅くなり、大変遅くなり誠に申し訳あり

ません。事情御理解よろしく御願い申しあげます。との事です。３番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に宅地、面積は６０．

９６㎡、届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農業用倉庫４３．

５㎡、転用面積は６０．９６㎡です。顛末書が添付されております。内容

は、昭和３５年頃に農地であった所に農業用倉庫を建設しました。その後、

地籍調査で分筆され宅地に地目が変わりましたが、当時農地法の届出につ

いての知識がなく、届出が今回となりました。遅くなり誠に申し訳ありま

せんが、事情御理解、切に御願い申しあげます。との事です。農地法施行

規則第３２条第１項第１号による届出、以上３件報告申し上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告第１号について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。そ

れでは続きまして、報告第２号農地使用貸借契約の合意解約通知について、

事務局のご説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   ８ページをお願い申し上げます。報告第２号農地使用貸借契約の合意解約
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通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現

況は畑、面積は１１．５２㎡、他１筆、合計面積１３．２９㎡です。貸人

は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用貸借の合意解約をし

た日は平成７年５月２８日、理由は田辺市の行う歩道設置工事用地となっ

た、でございます。農地使用貸借契約の合意解約通知、以上１件報告申し

上げます。 

議    長   ありがとうございます。只今の報告第２号について、ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号、報告とさせていただきます。は

い、それではその他の案件でございます。２月の県の農業会議に提出をい

たしました４条２件、５条１１件につきましてすべて無事答申されました

ことをご報告申し上げます。続きまして、地籍調査の結果について事務局

から説明申し上げます。 

小倉  係長   田辺市稲成町の一部地区の地籍調査の結果について土地対策課から協議が

あり、地元委員に確認済みであることを報告しますので、ご了承お願いし

ます。 

議    長   はい、只今の報告につきまして、ご意見ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告とさせていただきます。続きまして、農

業委員会の活動計画について、平成２５年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検評価と、平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動計画に

ついて事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   平成２５年度の目標及びその達成に向けた活動の点検評価と、平成２６年

度の目標及びその達成に向けた活動計画について説明。 

議    長   はい、お目通しをいただきまして、このような形で報告させていただきま

すので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。ご意見、ご質問ござ

いませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   それではないようでございますので、報告とさせていただきます。続きま

して、下限面積の別段の設定について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   下限面積の別段の設定について、旧田辺市は法どおり５０アール、旧４町

村については、別段の面積として１０アールとすること、これは毎年定め

なければならないことを報告する。 

議    長   ありがとうございます。毎年下限面積の修正、設定について審議をせよと

いう事でございますけども、事務局のほうから旧田辺市は５０アール、旧

４町村は１０アールと、変更しないで従来どおりの面積でいきたいという

事でございますので、ご意見、ご質問ございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、本年度はこういう形で進むということで、ご

理解いただきたいと思います。続きまして、田辺市の賃借料の情報をお願

いします。 
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松平  主査   田辺市の賃借料の内容の追加について説明する。 

議    長   このことについて、ご意見ご質問ございませんか。 

（なしの声あり。） 

議    長   はい、無いようでございますので、お目通しをいただければと思います。

それでは最後に農地相談について相談内容の情報がありますので報告お願

いします。 

松平  主査   農地を借りたいと依頼がありました。農地を貸したいという情報があれば、

事務局まで連絡をお願いします。 

議    長   皆さん方からご意見や情報ございませんか。予定をしておりました案件は

すべて終了しました。今日は一部の皆さんは４時から田辺市地域農業再生

協議会もあるんですけども、折角の機会なので皆さん方から何か情報とか

ご意見ございませんか。無いようでございましたら、長時間に亘りまして

慎重にご審議いただきまして有難うございました。本日はこれで終了いた

します。有難うございました。 
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